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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
八
十
九
号

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
規
定
を

実
施
す
る
た
め
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
表
示
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
表
示
に
関
す
る
指
針

ー

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律

（以
下

」

法

「

と
い
う

）第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る

ー
。

住
宅
事
業
建
築
主
そ
の
他
の
建
築
物
の
販
売
又
は
賃
貸
を
行
う
事
業
者

（以
下

」

販
売
・
賃
貸
事
業
者

「

と
い
う

）

。

は
法
第
７
条
の
規
定
に
基
づ
き

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

そ
の
販
売
又
は
賃
貸
を
行
う
建
築
物
に
つ
い
て

、
、

、
、

エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
表
示
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

ー
。

１

．遵
守
事
項

販
売
・
賃
貸
事
業
者
は

そ
の
販
売
又
は
賃
貸
を
行
う
建
築
物
に
つ
い
て

エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
表
示
す
る

、
、

ー

場
合
に
お
い
て
は

⑴
の
表
示
事
項
に
つ
い
て

⑵
の
表
示
方
法
に
よ
り

⑶
に
留
意
し
て

表
示
す
る
よ
う
努
め

、
、

、
、

る
も
の
と
す
る

た
だ
し

法
第
3
6
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
表
示
を
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

本
指
針
で
定

。
、

、

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
を
し
た
も
の
と
す
る
。

⑴
表
示
事
項
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表
示
を
行
う
事
項
は
次
の
と
お
り
と
す
る

た
だ
し

⑤
か
ら
⑦
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

非
住
宅

。
、

、

建
築
物

（建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令

（平
成
2
8
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第

ー

１
号

以
下

「基
準
省
令

」と
い
う

）第
１
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
非
住
宅
建
築
物
を
い
う

以
下
同

。
。

。

じ

）に
あ
っ
て
は
同
号
イ
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
及
び
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法

。
ー

ー

同
号
ロ
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
及
び
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
又
は
同
号
た
だ
し

、
ー

ー

書
の
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り

住
宅

（同
ー

、

項
第
２
号
に
規
定
す
る
住
宅
を
い
う

以
下
同
じ

）に
あ
っ
て
は
同
号
ロ
⑴
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

。
。

ー

及
び
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
又
は
同
号
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性

ー
ー

能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り

複
合
建
築
物

（同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物

、

を
い
う

以
下
同
じ

）に
あ
っ
て
は
同
項
第
３
号
ロ
⑴
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
及
び
基
準
一
次
エ
ネ

。
。

ー

ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
出
さ
れ
た
数
値
か
ら

基
準
省
令
第
２
条
第
１
項

第
３
条
第

ー
、

、

１
項

第
４
条
第
１
項
及
び
第
５
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値
と
す
る

、
ー

。

①
建
築
物
の
名
称

た
だ
し

建
築
物
が
一
戸
建
て
の
住
宅
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
建
築
物
の
名
称

。
、

、

の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
評
価
年
月
日

③
第
三
者
認
証

（法
第
２
条
第
５
号
に
規
定
す
る
所
管
行
政
庁
又
は
法
第
1
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
登
録
建
築
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物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
判
定
機
関
若
し
く
は
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
評
価
に
つ
い
て
こ
れ
と
同

ー
ー

等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
機
関
が
行
っ
た
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
に
関
す
る
認
証
を
い
う

以
下
同

ー
。

じ
）又

は
自
己
評
価

（第
三
者
認
証
以
外
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
に
関
す
る
評
価
を
い
う

以
。

ー
。

下
同
じ

）の
別

。

④
第
三
者
認
証
の
場
合
に
あ
っ
て
は

認
証
を
行
っ
た
機
関
の
名
称

、

⑤
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
か
ら
の
削
減
率

削
減
率
は
次
の
式
に
よ

ー
ー

。

り
算
出
す
る
数
値

（一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
る

）と
す
る

、
。

。

⑥
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

（非
住
宅
建
築
物
に
あ
っ
て
は
基
準

ー
、

ー

省
令
第
８
条
第
１
号
ロ
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
に
よ
り

住
宅
に
あ
っ
て
は
同
条

ー
、

第
２
号
ロ
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
に
よ
り

複
合
建
築
物
に
あ
っ
て
は
同
条
第
３

ー
、

号
ロ
⑵
の
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
出
さ
れ
た
数
値
か
ら

基
準

ー
、

省
令
第
９
条
及
び
第
１
０
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値
を
い
う

。

）及
び
設

ー

計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
図

ー
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⑦
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
が
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
超
え
な
い
と
き

（住
宅
に
あ
っ
て
は

ー
ー

、

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
ロ
⑵
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
場
合
を

複
合
建
築
物
に
あ
っ
て
は

非
住

、
、

宅
部
分
が
同
項
第
１
号
に
適
合
し

か
つ

住
宅
部
分
が
同
項
第
２
号
ロ
に
適
合
し
て
い
る
場
合
を
含
む

）

、
、

。

は
そ
の
旨

、

⑧
非
住
宅
建
築
物
に
あ
っ
て
は
基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ
に
適
合
し
て
い
る
と
き
又
は
同
号
た
だ
し
書
の
国

土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
当
該
非
住
宅
建

ー

築
物
が
備
え
る
べ
き
外
皮
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
き

住
宅
に
あ
っ
て
は
基
準
省
令
第
１
条

、

第
１
項
第
２
号
イ
に
適
合
し
て
い
る
と
き
又
は
同
号
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を

ー

適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
当
該
住
宅
が
備
え
る
べ
き
外
皮
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
と
き

複
合
建
築
物
に
あ
っ
て
は
非
住
宅
部
分
が
基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ
に

住
宅
部
分
が

、
、

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
イ
に
そ
れ
ぞ
れ
適
合
し
て
い
る
と
き
は

そ
の
旨

、

⑨
建
築
物
の
一
部
に
つ
い
て
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
評
価
を
実
施
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

建
築

ー
、

物
の
一
部
の
評
価
で
あ
る
旨

⑩
第
三
者
認
証
の
場
合
に
あ
っ
て
は

第
三
者
認
証
を
表
す
マ

ク

（以
下

「第
三
者
認
証
マ

ク

」と
い
う

、
ー

ー

）

。

⑵
表
示
方
法
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⑴
の
表
示
事
項
を
表
示
す
る
に
当
た
っ
て
は

次
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
す
る

、
。

①
⑴
の
表
示
事
項
は

別
表
の
⑴
に
定
め
る
ラ
ベ
ル
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と

た
だ
し

ラ
ベ
ル
を
付
す
る

、
。

、

部
分
の
地
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
に
応
じ
て
当
該
ラ
ベ
ル
の
色

（別
表
の
ラ
ベ
ル
の
欄
中
イ
の
部
分
は
除
く

。

）

文
字
の
配
置
及
び
大
き
さ
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、

②
⑴
の
表
示
事
項
は

建
築
物
本
体
に
貼
付
し
若
し
く
は
刻
印
し
又
は
広
告

宣
伝
用
物
品

売
買
契
約
若

、
、

、

し
く
は
賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
書
類

電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
建
築
物
と
表
示
事
項
と
の
対
応
関
係
が
明
ら

、

か
な
印
刷
物
等
に
表
示
し

及
び
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

、
。

③
ラ
ベ
ル
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
が
著
し
く
制
約
さ
れ
る
と
き
は

⑴
の
表
示
事
項

（②
③
及
び

、
、

⑤
を
除
く

）の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

⑶
そ
の
他
の
事
項

外
皮
性
能
を
表
す
数
値
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

非
住
宅
建
築
物
に
あ
っ
て
は
年
間
熱
負
荷
係
数

（基
、

準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ
の
屋
内
周
囲
空
間
の
年
間
熱
負
荷
を
屋
内
周
囲
空
間
の
床
面
積
の
合
計
で
除
し
た
数
値

を
言
う

以
下
同
じ

）を
用
途
及
び
基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
イ
⑴
の
地
域
の
区
分

（以
下

「地
域

。
。

、

の
区
分

」と
い
う

）に
応
じ
て
基
準
省
令
別
表
に
掲
げ
る
数
値
で
除
し
た
数
値

（非
住
宅
建
築
物
を
二
以
上
の

。

用
途
に
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

基
準
省
令
第
８
条
第
１
号
イ
の
各
用
途
の
屋
内
周
囲
空
間
の
年
間
熱
負
荷
の

、

合
計
を
各
用
途
の
屋
内
周
囲
空
間
の
床
面
積
の
合
計
で
除
し
た
数
値
を

用
途
及
び
地
域
の
区
分
に
応
じ
た
基
準

、
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省
令
別
表
に
掲
げ
る
数
値
を
各
用
途
の
屋
内
周
囲
空
間
の
床
面
積
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
数
値
で
除
し
た
数
値
と

す
る

以
下
同
じ

）又
は
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方

。
。

ー

法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
値
を

住
宅
に
あ
っ
て
は
同
号
イ
⑴
の
外
皮
平
均
熱
貫
流
率
若
し
く
は
冷
房
期
の
平
均

、

日
射
熱
取
得
率
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ

ー

り
算
出
さ
れ
た
数
値
を

複
合
建
築
物
に
あ
っ
て
は
同
号
イ
⑴
の
外
皮
平
均
熱
貫
流
率
又
は
冷
房
期
の
平
均
日
射

、

熱
取
得
率
及
び
年
間
熱
負
荷
係
数
を
用
途
及
び
地
域
の
区
分
に
応
じ
て
基
準
省
令
別
表
に
掲
げ
る
数
値
で
除
し
た

数
値
を

そ
れ
ぞ
れ
表
示
す
る
こ
と

、
。

２

．推
奨
事
項

販
売
・
賃
貸
事
業
者
は

そ
の
販
売
又
は
賃
貸
を
行
う
建
築
物
に
つ
い
て

エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
表
示
す
る

、
、

ー

場
合
に
お
い
て
は

次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る

、
。

⑴
表
示
事
項

表
示
を
行
う
事
項
に
つ
い
て
は

１
の
⑴
の
表
示
事
項
に
加
え

一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
算
出
し
た
場
合

、
、

ー

に
あ
っ
て
は

基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
及
び
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
表
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し

、
ー

ー

い
こ
の
場
合
に
お
い
て

非
住
宅
建
築
物
に
あ
っ
て
は
基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
イ
の
設
計
一
次
エ
ネ

。
、

ル
ギ

消
費
量
及
び
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
又
は
同
号
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ

ー
ー

ル
ギ

消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り

住
宅
に
あ
っ
て
は
同
項
第
２
号
ロ
⑴
の

ー
、
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設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
及
び
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
又
は
同
号
た
だ
し
書
の
国
土
交

ー
ー

通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め
る
方
法
に
よ
り

複
合
建
築
物
に
あ
っ
て

ー
、

は
同
項
第
３
号
ロ
⑴
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
及
び
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
算
出
方
法
に
よ
り

ー
ー

そ
れ
ぞ
れ
算
出
さ
れ
た
数
値
か
ら

基
準
省
令
第
２
条
第
１
項

第
３
条
第
１
項

第
４
条
第
１
項
及
び
第
５
条

、
、

、

第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値
を
延
べ
床
面
積
で
除
し
た
数
値
を
表
示
す
る
こ
と
と

ー

す
る
。

⑵
そ
の
他
の
事
項

１
の
⑴
の
表
示
事
項
及
び
⑴
の
表
示
事
項
を
表
示
す
る
に
当
た
っ
て
は

次
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
す
る

、
。

①
⑴
の
表
示
事
項
は

別
表
の
⑵
に
定
め
る
ラ
ベ
ル
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と

た
だ
し

ラ
ベ
ル
を
付
す
る
部

、
。

、

分
の
地
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
に
応
じ
て
当
該
ラ
ベ
ル
の
色

文
字
の
配
置
及
び
大
き
さ
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

、

き
る

。

②
１
の
⑴
⑤
か
ら
⑧
ま
で

１
の
⑶
及
び
２
の
⑴
に
お
い
て
採
用
し
た
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
評

、
ー

価
の
方
法
に
つ
い
て

解
説
が
記
載
さ
れ
た
資
料
の
配
布
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と

、

。

③
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
程
度
を
示
す
段
階
的
な
指
標
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
指

ー
、
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標
の
考
え
方
等
に
つ
い
て

解
説
が
記
載
さ
れ
た
資
料
の
配
布
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る

、

こ
と
。

④
販
売
・
賃
貸
事
業
者
は

建
築
物
の
販
売
又
は
賃
貸
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

当
該
建
築
物
の
購
入
又
は

、
、

賃
借
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し

当
該
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
に
関
す
る
表
示
の
内
容
を
説
明
す

、
ー

る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表

区
分

ラ
ベ
ル

⑴
１
の
⑴
の
第
三
者
認
証
の
場
合

表
示
事
項
に
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よ
る
表
示
を

行
う
場
合

イ
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自
己
評
価
の
場
合

イ
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⑵
２
の
⑴
の
第
三
者
認
証
の
場
合

表
示
事
項
に

よ
る
表
示
を

行
う
場
合

イ

自
己
評
価
の
場
合
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イ

備
考

ラ
ベ
ル
の
欄
中
イ
の
部
分
の
色
は

左
端
部
に
お
い
て
緑
色

右
端
部
に
お
い
て
赤
色
と
な
る
よ
う
色

、
、

の
変
化
が
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。


